
第３章 労働組合の資格審査等 

 

第１節 労働組合の資格審査の概況 

 

１ 取扱概況 

 

(1) 取扱件数 

令和５年中に取り扱った労働組合の資格審査は381件で、このう

ち前年からの繰越が264件、新規係属が117件であった（資料＜統

計表＞第39表）。 

(2) 対前年比較 

前年に比べて、取扱件数は15件増加し、新規係属件数は17件増

加した（資料＜統計表＞第39表）。 

 

２ 新規係属状況 

 

(1) 係属事由 

新規係属117件を係属事由別にみると、不当労働行為救済申立て

に伴うものが103件、法人登記のためのものが10件、委員推薦のた

めのものが４件であった（資料＜統計表＞第41表）。 

(2) 全国都道府県労委の新規係属総件数に占める割合 

令和５年の全国都道府県労委の新規係属総件数は399件であり、

前年より24件増加した。 

当委員会に係属した新規件数117件を全国比でみると29.3％と

なり、前年より7.4ポイント減少した（資料＜統計表＞第40表）。 

 

３ 終結状況 

 

(1) 終結件数 

令和５年中の取扱件数381件のうち、153件が終結した。終結件

数は、前年より51件増加した（資料＜統計表＞第39表）。 

(2) 終結区分 

終結した153件を終結区分別にみると、資格あり34件、打切119

件となっている（資料＜統計表＞第39表）。 

(3) 係属事由別終結状況 

終結状況を係属事由別にみると、①不当労働行為救済申立てに

係るものは138件で、うち資格ありが20件、本案の和解成立ないし

和解以外の取下等に伴う打切が118件、②法人登記に係るものが11

件で、資格ありが10件、打切が１件となっている（資料＜統計表

＞第42表）。 

 

 

第２節 労働関係調整法第37条違反被疑事件 

 

令和５年中に取り扱った事件はなかった。 

 

 

第３節 認定告示 

 

令和５年中に、地方公営企業労働関係法第５条第２項の規定に基づ

いて、労働組合法第２条第１号に規定するいわゆる非組合員の範囲の

認定手続の開始を決定した事件は２件であり、申請どおり認定し、こ

れを告示した（第12表）。 
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申出年月日 告示年月日

申出事由 告示番号

R5.3.31 R5.4.4 R5.5.23

R5.4.27 R5.5.9 R5.6.6

※

第12表　認 定 告 示 一 覧

事件
番号

申出者
認定手続
開始日

認定手続
終了日

認定
内容

東京都
下水道局

５認１

R5.7.7
５告示第３号
東京都公報
第17856号

「認定手続開始日」及び「認定手続終了日」欄の（　）内は、公益委
員会議の回数である。

申請
どおり

(1817回)(1814回)組織改正

５認２
東京都
水道局

申請
どおり

R5.7.4
５告示第２号
東京都公報
第17853号組織改正 (1816回) (1818回)

第４章 組織・運営 

   

第１節 組織 

 

１ 委員会 

 

(1) 委員 

当委員会は、公・労・使各側13名の委員で構成されており、会

長１名と会長代理２名を置いている（令和５年12月31日現在。巻

末委員名簿参照）。 

(2) あっせん員候補者 

当委員会は、労働争議の解決に援助を与えるため、あっせん員

候補者を次の基準によって委嘱している。すなわち、①現に委員

の職にある者及び退任後１年以内の者、②事務局職員のうち管理

職員全員及び審査調整課課長代理（調整担当）の職にある者並び

に事務局職員としてあっせん員候補者に委嘱されたことのある再

任用の職員、③現に東京都産業労働局雇用就業部長、同部労働環

境課長、同部連絡調整担当課長、労働相談情報センター所長及び

各労働相談情報センター事務所長の職にある者である（巻末あっ

せん員候補者名簿）。 

(3) 特別調整委員 

当委員会は、特別調整委員は置いていない。 

 

２ 事務局 

 

当委員会では、その事務を整理するため、事務局が設置されてい

る。 

その組織は、当委員会の創設以来、いくたびか改変されてきたが、

現在の組織は平成28年４月１日付けで改正されたもので、以下のと

おりである。 
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